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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして認識しております。

　特に「食」を事業の柱とする企業として食品の安全性、衛生管理に対しては法令遵守と企業倫理を徹底し、厳格な対応をいたしております。これ
からも、ステークホルダーとの円滑な関係の構築のため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われ、コーポ
レート・ガバナンスが有効に機能するよう常に体制・制度の見直し、透明性のある公正な経営を実現してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンスコードの５つの基本原則全てを実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ジョイ開発有限会社 12,335,600 39.89

公益財団法人穴見保雄財団 3,890,636 12.58

株式会社アナミアセット 1,486,400 4.80

穴見　陽一 980,503 3.17

ジョイフル従業員持株会 450,212 1.45

株式会社商工組合中央金庫 342,914 1.10

ＵＡゼンセンジョイフル労働組合 94,000 0.30

穴見　くるみ 66,202 0.21

児玉　透 48,200 0.15

國吉　康信 43,728 0.14

支配株主（親会社を除く）の有無 公益財団法人穴見保雄財団

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 福岡 既存市場



決算期 6 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、書面にて取引契約を締結、か
つ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することが無いように対応いたします。関連当事者取引については、
関連当事者取引管理規程を定め、関連当事者取引の把握、関連当事者取引一覧表の作成、関連当事者取引の該当性確認・保管を行い、稟議
規程に定める決裁権限に従い決裁しております。また、取締役会は、関連当事者取引に不正行為又は不正行為とみなされるおそれのある取引で
あるとの疑義が生じた場合、当該関連当事者取引の中止又は取引条件の是正等必要な措置を取り、少数株主の利益を損なう取引を排除する体
制を構築しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社の子会社のうち、当社が直接出資する子会社である株式会社フレンドリーが東京証券取引所に上場しております。

　ジョイフルグループにおいては、グループ各社の競争力強化を通じたグループ全体の価値向上という目的を当社および上場子会社が共有して
おり、上場子会社は、経営基盤の強化に寄与する施策への参加を通じたメリットを享受することが可能であります。

　上場子会社の経営に関しては、上場子会社の自主独創が尊重され株主総会に付議すべき事項を除いて親会社の関与は限定的であり、上場子
会社における意思決定手続に基づいて経営判断が行われております。また、上場子会社の独立性を尊重する一方、当社から上場子会社への役
員派遣を通じて、緊張と連携のバランスの取れた連結ベースの経営体制の構築を推進しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

梅崎　恵利子 他の会社の出身者 ○



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

梅崎　恵利子 　

　社外取締役の梅崎恵利子氏は、丸進青
果株式会社の代表取締役を務めておりま
す。同社と当社は営業上の取引があり、
当社は主要な取引先に該当いたします。

　社外取締役の梅崎恵利子氏は青果流通分野
において複数の企業で取締役を務め、現在は
仲卸業を営む会社の代表取締役社長として経
営に携わっており、幅広い知見と実務経験を有
しています。これらの経験を活かした助言によ
り、経営戦略や事業運営の充実に寄与いただ
くとともに、独立した立場からガバナンス強化及
び経営判断の客観性確保に貢献いただけると
考えています。さらに、女性役員の登用を通じ
て、多様な視点を経営に取り入れることで、当
社の持続的成長及び企業価値向上に資するこ
とを期待して、社外取締役として選任しておりま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 4 1 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 4 1 0 0
社外取
締役

補足説明

当社では、2019年２月に指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の目的や役割は次のとおりです。

１.　指名・報酬委員会設置の目的

　社外取締役を委員長及び議長とする指名・報酬委員会にて、取締役の人事や役員の報酬等に関する決定プロセスの客観性及び透明性を確保
し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ります。

２.　指名・報酬委員会の役割

（１）役員の指名等に関する事項

　・株主総会に提出する取締役候補・監査役候補の選任及び取締役・監査役の解任に関する議案

　・代表取締役、役付役員の選任・解任

　・取締役に対する使用人職務の委嘱・解職

　・子会社への役員派遣

　・その他、取締役・監査役の人事に関して必要と判断した事項

（２）役員の報酬等に関する事項

　・取締役・監査役の報酬等に関する基本方針、規則等の制定、改廃



　・株主総会に提出する取締役、監査役の報酬限度額に関する議案

　・各取締役・各監査役の報酬（固定報酬、譲渡制限付き株式報酬）の額と内容

　・その他、取締役等の報酬等に関して必要と判断した事項

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は内部監査室の監査計画の立案に当たり、監査役の監査方針と内部監査室の計画について情報交換・意見交換の会合を実施し、毎月
実施した監査について両者の監査報告書を相互に配布するなど、改善状況の把握を都度実施しております。

　あわせて、監査役は会計監査人から監査計画の説明及び監査結果についての報告を受けるとともに、監査役が実施した監査における問題点や
対策について会計監査人に説明し意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

河野　光雄 公認会計士

岡村　邦彦 弁護士

河村　貴雄 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



河野　光雄 ○ 河野公認会計士事務所　所長

　当社は、社外監査役を選任するための独立
性に関する基準等は定めておりませんが、河
野光雄氏は公認会計士であり、財務及び会計
に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を
有しており、一般株主と利益相反とならない立
場からの助言及び監督・監視において社外監
査役としての役割を果たすことができると考え
ており、独立役員として指定しております。ま
た、同氏には、当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はなく、当社
から多額の報酬等その他の財産上の利益を受
けている事実も存在しないため、一般株主と利
益相反の生じるおそれはないものと判断してお
ります。同氏の当社社外監査役就任期間は24
年８ヶ月であります。

岡村　邦彦 ○ 岡村法律事務所　所長

　当社は、社外監査役を選任するための独立
性に関する基準等は定めておりませんが、岡
村邦彦氏は弁護士であり、法律の専門家として
の見識に優れ、一般株主と利益相反とならない
立場からの助言及び監督・監視において社外
監査役としての役割を果たすことができると考
えており、独立役員として指定しております。な
お、同氏は、2003年12月から当社の顧問弁護
士でしたが、顧問契約期間中に多額の報酬を
支払っておらず、また、2006年3月の株主総会
での監査役の就任をもって顧問契約は終了し
ており、当社の関係会社、大株主、主要な取引
先等の関係者である事実はなく、当社から多額
の報酬等その他の財産上の利益を受けている
事実も存在しないため、一般株主と利益相反
の生じるおそれはないものと判断しておりま
す。同氏の当社社外監査役就任期間は19年
８ヶ月であります。

河村　貴雄 ○ 税理士法人河村会計　代表社員

　河村貴雄氏は税理士であり、税務及び会計
に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を
有しており、一般株主と利益相反とならない立
場からの助言及び監督・監視において社外監
査役としての役割を果たすことができると考え
ており、独立役員として指定しております。ま
た、同氏には、当社の関係会社、大株主、主要
な取引先等の関係者である事実はなく、当社
から多額の報酬等その他の財産上の利益を受
けている事実も存在しないため、一般株主と利
益相反の生じるおそれはないものと判断してお
ります。同氏の当社社外監査役就任期間は19
年８ヶ月であります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

　2018年３月17日開催の第43期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に中長期的な視点で経営し、当社グループの企業価値を持
続的に高めること、また株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されました。その総額
は現行の報酬額枠とは別枠で年額4億円以内であり、当該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定しております。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役及び社外取締役、監査役及び社外監査役の別に各々の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　2025年11月21日開催の第51期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額６億円以内（ただし使用人分給与は含まない。）であり、当
該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職務内容を勘案し、報酬委員会の審議を経て取締役会にて決定しております。また、1994年３月3
0日開催の第19期定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額2千万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監
査役の協議により決定しております。

　尚、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬につきましては、取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況にて記
載しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役への連絡及び資料の提供は総務部にて行っており、常勤の取締役が取締役会等の機会を捉え必要な情報を提供する体制をとって
おります。また、社外監査役に、監査の有効性を高めるため、監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤
監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、内部監査室が常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。また、四半期ご
とに常勤監査役、会計監査人及び管理本部経理部で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を
行っております。その他、必要に応じて助言が受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求
めに応じて必要な情報は提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

児玉　幸子 最高顧問
当社の経営管理、対外的活動、社
会貢献活動等の実施に対しての
助言

非常勤・報酬有 2011/03/24 定めない

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項



―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　取締役会は原則として月1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の報告及び監
督を行っております。また、業務執行に際しましては、経営に関する重要事項について協議する機関として、取締役会メンバーを中心として構成す
る経営会議を原則として毎週開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

（ア）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして認識しております。

特に「食」を事業の柱とする企業として食品の安全性、衛生管理に対しては法令遵守と企業倫理を徹底し、厳格な対応をいたしております。これか
らも、ステークホルダーとの円滑な関係の構築のため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われ、コーポレー
ト・ガバナンスが有効に機能するよう常に体制・制度の見直し、透明性のある公正な経営を実現してまいります。

（イ）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの実施状況

　当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間の実施状況については、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主
と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、社外監査役３名を任命しております。また、コンプライアンスの実践を重要な経営課題と認識し、
専門部署である内部監査室の主管により、社内のコンプライアンス体制のチェック・整備を行っております。さらに、年４回の決算発表やニュースリ
リースのタイムリーな発信・自社ホームページでの情報開示の拡充など、情報開示に向けて取り組んでおります。

（ウ）会社の機関の内容

　当社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人のほかに経営会議を設置して的確な意思決定を行っ
ております。

１）取締役会

　当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役５名（社内取締役４名、社外取締役１名）で構成されております。取締役会は、原則とし
て月１回開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとと
もに、業務執行状況の報告及び監督を行っております。また当社は会社法第370条の要件を満たす場合は取締役会の決議の目的である事項に
つき取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めております。

２）監査役会

　当社は監査役会制度を採用しております。監査役は４名で、内３名が社外監査役です。監査役会は、原則として月１回開催されるほか、必要に
応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、協議の上、監査方針・監査計画を立案、そして業務を分担し監査業務を遂行しております。

３）経営会議

　当社の経営会議は、取締役・各部門責任者で構成され、原則毎週開催し、経営に関する重要な事項について協議を行い、迅速かつ的確な意思
決定を行っております。

会議は、経営の根幹をなす業務執行に関わる協議の場であり、常勤監査役が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　当社は、法定期日よりも定時株主総会招集ご通知の早期発送に努めております。2025
年11月21日開催の第51期定時株主総会招集ご通知は、2025年10月24日に発送しまし
た。

その他

　当社は、自社及び福岡証券取引所のウェブサイトにて電子提供措置事項を公表してお
ります。

　また、当社は、2018年６月期より決算期を変更しております。併せて株主の皆様の議案
検討期間を拡大すること等を目的として定時株主総会の基準日を毎年８月31日に変更
し、定時株主総会を毎年11月に招集する旨の定款変更を行なっております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無



IR資料のホームページ掲載

　決算短信、有価証券報告書、月次報告書及びその他プレスリリース資料を掲
載しております。

　また、2013年12月期より定時株主総会に係る「定時株主総会招集ご通知」

、「法令及び定款に基づくインターネット開示事項」及び「定時株主総会決議ご
通知」を当社ウェブサイトに掲載しております。

　2023年６月期より会社法改正に伴い、電子提供措置事項をウェブサイトに掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 社長室広報課

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　社訓にステークホルダーの尊重を掲げ、それを従業員向けマニュアル等に明記し、教育
に努めております。また、社内規程に管理本部の所掌業務としてステークホルダーに対す
る活動を規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は社会貢献活動として、地域社会・環境問題に関する活動（地域催事への支援活
動、ジェフ愛の募金活動、小・中・高校生の職場体験学習受け入れ等）、スポーツ支援に関
する活動（大分国際車いすマラソン大会、別府大分マラソン大会等）に積極的に取り組んで
おります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、会社法及び会社法施行規則に基づき2006年５月に内部統制の基本方針（最終改
正：2025年７月）を取締役会決議で次のとおり定めております。

（ア）当社グループの取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

　コンプライアンス体制に係る規程を制定し、当社グループの役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定
める。また、その徹底を図るため、当社の総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役員・従業員教
育等を行う。社内のコンプラインスの状況の監査は、当社の内部監査室が定期的に実施し、これらの活動は、定期的に当社取締役会及び監査役
会に報告されるものとする。また、法令上疑義のある行為等について当社グループの役員・従業員が直接情報提供を行うことについての手続き及
び情報提供者の身分保障を当社グループ規程に定めており、その情報提供の窓口を当社の内部監査室として運営する。

（イ）当社グループの取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する事項

　当社グループの情報セキュリティ管理規程及び情報管理規程に従い、当社グループの取締役の職務執行に関わる情報を文書または電磁的媒
体(以下、情報資産等という)に記録し、適切に保存及び管理を行っており、当社グループの取締役及び監査役は、当社グループの情報セキュリ
ティ管理規程及び情報管理規程により、常時これらの情報資産等を閲覧できるものとする。

（ウ）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に関わるリスクについては、それぞれの当社の担当部署にて、ガイドラ
インの制定、マニュアルの作成・配布、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び当社グループ全体的対応は、当社の総務
部が行うものとする。新たに緊急事態が発生した場合の対応については、当社グループの危機管理規程に従い、当社代表取締役若しくは当社代
表取締役が指名する者を危機管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。

（エ）当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社取締役会は、当社グループの役員・従業員が共有する全社的な目標を定めるとともに、重要事項の意思決定を行う。当社取締役会に上程
すべき事項のより詳細な検討を行うため、当社取締役が出席して原則として毎週１回経営会議を開催する。職務の執行にあたっては、当社グルー
プ規程に規定された職務権限・職務分掌及び意思決定のための社内ルールに従い、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

　

（オ）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社の取締役及び当社の経営職層の従業員に子会社取締役を兼務させ、子会社の法令遵守・リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。
また、当社の内部監査室が子会社の監査を行い、その業務の適正さを確保する。

　さらに、会計基準その他財務報告に関連する諸法令を遵守し、財務報告の適切性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の
有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの運用を行う。また、内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を
行う。

　

（カ）監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制並びにその従業員の取締役からの独立性に関す
る事項

　監査役は、監査業務を補助するために必要に応じて従業員を置くことができる。取締役はその設置に協力するものとする。監査役から補助を任
命された者は任命を解除されるまで、取締役からの指揮命令を受けない。また、その間の当該従業員に関する人事異動・懲罰については、あらか
じめ監査役の承認を必要とするものとし、監査役は、その人事評価について意見を述べることができる。

　

（キ）当社グループの取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　当社グループの取締役または従業員は当社監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監
査の状況、内部通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。



　報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、当社取締役と当社監査役との協議により決定する方法による。

（ク）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係
る方針に関する事項

　当社は当社監査役からその職務の執行に要する費用の前払い等の請求を受けた場合、当該請求に係る費用または債務が当社監査役の職務
の執行に必要でないことを証明した場合を除き速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

（ケ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社代表取締役は、当社監査役の求めに応じて意見交換会を設定する。また、当社常勤監査役に経営会議をはじめとする社内の主要な会議
の開催を通知し、その出席及び発言の機会を妨げない。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

<基本方針>

１）反社会的勢力とは関係を持たず、取引も行いません。

２）反社会的勢力との取引が判明した場合、速やかに取引の解消に向けて適切な措置を講ずることとします。

３）反社会的勢力への資金の提供を一切行いません。

４）反社会的勢力からの不当要求には応じません。また、反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対
応を行います。

５）反社会的勢力による被害を防止するため、警察その他の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。

６）反社会的勢力から役員・従業員の安全を確保します。

<反社会的勢力排除に向けた体制整備の方針>

　上記方針に加え、不当要求があった場合の対応基準を定め、役員・従業員に周知します。また、その対応統括部門である管理本部総務部にお
いて、反社会的勢力に関する情報の収集と管理を行い、不当要求の事案が発生した場合は、警察、暴力追放運動センターや顧問弁護士に早期
に報告、相談するなどの緊密な連携を図る体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示に関する基本的な考え方

　当社は上場会社としての社会的責任である経営の適法性・公平性の確保や透明性を向上し、株主利益の最大化を目指すには、会社情報の適
時開示はきわめて重要であると認識しております。そのため情報管理体制の構築と強化に努め、迅速かつ適切な情報開示を行ってまいります。




